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療
法
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科
医
院

き
じ
ま
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
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医
療
法
人
中
山
医
院

医
療
法
人
岩
見
内
科
医
院

中
元
医
院

三
澤
医
院

松
井
医
院

ね
も
と
皮
ふ
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

ロ
ー
ズ
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

山
口
県
告
示
第
二
百
二
十
七

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十

医

療

名

称

メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

山
縣
医
院

ロ
ー
ズ
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

毛
利
歯
科
医
院

エ
イ
浜
町
薬
局

ハ
ー
ブ
薬
局

有
限
会
社
玖
珂
薬
局

医

療

名

称

医
療
法
人
社
団
磯
部
レ
デ
ィ
ー

ス
ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
社
団
中
村
内
科

メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
岩
見
内
科
医
院

長
門
市
西
深
川
四
〇
八
二
の
一

美
祢
市
大
嶺
町
東
分
一
三
八
四

下
松
市
瑞
穂
町
一
丁
目
三
番
一

岩
国
市
元
町
二
丁
目
一
番
一
五

美
祢
市
伊
佐
町
大
字
伊
佐
四
八

一

西
厚
保
町
大
字
本
郷
四

山
陽
小
野
田
市
大
字
埴
生
五
三

山
一
丁
目
一

山
口
市
小
郡
緑
町
五
番
一
四
号

号
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十

関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

六
日

山
口

機

関

所

在

山
口
市
中
央
二
丁
目
六
番
一
八

周
南
市
大
字
久
米
三
三
〇
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の

山
口
市
小
郡
緑
町
五
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一
四
号

周
南
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毛
利
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丁
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一
五
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宇
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市
浜
町
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丁
目
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山
口
市
中
央
三
丁
目
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番
六
号

岩
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玖
珂
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四
九
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八
の
一

機

関
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在

宇
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市
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丁
目
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番
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東
須
恵
一
〇
九
八

山
口
市
中
央
三
丁
目
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国
市
昭
和
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丁
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平
成
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、
一
二
、
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成
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、
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、
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号

平
成
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四
、
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、
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平
成
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六
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、

四
七
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平
成
二
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、
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〇
、
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一
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平
成
二
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、
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、
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の
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平
成
二
七
、

五
、

番
七
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、

五
、

九
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の
規
定
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よ
り
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医
療
扶
助
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知
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岡

嗣
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指

定

年
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日
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号

平
成
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七
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五
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四

五
、
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平
成
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七
、
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平
成
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六
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、

〇
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小
郡
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五
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団
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師
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野
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四
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日
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井
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六
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せ
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七
年
六
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二
十
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ロ
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六
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口
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丁
目
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号

院

山
口
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葵
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丁
目
八
番
一

院

下
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市
東
陽
六
丁
目
四
番

院

山
陽
小
野
田
市
新
生
二
丁

番
二
号

号
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

六
日

山
口

区
域
及
び
区
分
の
設
定
に
関
す
る

改
正
す
る
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

指

定

年

月

日

地
三
番
一

平
成
二
六
、

五
、
二

七
号

七
、
一

四
号

四
、

目
一
〇

七
、

五
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

県
知
事

村

岡

嗣

政
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一二三課
に

山 口 県
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土
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五
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十

解
除

（定期）報

「

第 号

「「「

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

旗
岡

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

口
県
告
示
第
二
百
三
十
号

砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土

十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
の
規
定

三
年
山
口
県
告
示
第
百
三
十
八
号

す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
六
日

富
海
区
域

（
山
口
県
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う

市
大
字
富
海
の
地
域
）

牟
礼
、
富
海
区
域

（
山
口
県
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う

市
大
字
牟
礼
、
大
字
江
泊
及
び
大
字

地
域
）

立
石
区
域

（
山
口
県
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う

市
油
谷
後
畑
の
地
域
）

立
石
区
域

（
山
口
県
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う

市
油
谷
後
畑
の
地
域
）

牟
礼
区
域

（
山
口
県
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う

市
大
字
牟
礼
及
び
大
字
江
泊
の
地
域

然
現
象
の
種
類

図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂

砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域

）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
に

山
口
県
知

ち
防
府

ち
防
府

富
海
の

ち
長
門

ち
長
門

ち
防
府

）

防
課
及
び
下
松
市
建
設
部
土
木

す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成

つ
い
て
の
指
定
を
次
の
と
お
り

事

村

岡

嗣

政

一

区
域
の
名
称

宮
野
下

、
宮
野
下

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し

道
路
河
川
建
設
課
に
備
え
置
い

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項

る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十

一

区
域
の
名
称

宮
野
下

、
宮
野
下

」
を

」
に
改
め
る
。

山
口
県
告
示
第
二
百
三
十
一

」
を

」
に
、

な
る
自
然
現
象
の
種
類

、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築

て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進

の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒

六
日

山
口

、
宮
野
下

号

三

部
砂
防
課
及
び
山
口
市
都
市
整
備

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法

区
域
と
し
て
次
の
区
域
を
指
定

県
知
事

村

岡

嗣

政

部 律す
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山
土

第
五

（
平

と
お

（定期）県 報

一二三課
に

第 号

二三道
路

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

旗
岡

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の

口
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号

砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土

十
七
号
）
第
九
条
第
八
項
の
規

成
二
十
三
年
山
口
県
告
示
第
百
三

り
解
除
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
六
日

区
域
の
名
称

旗
岡

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自

土
石
流

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の

河
川
建
設
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧

山
口
県
知

然
現
象
の
種
類

図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂

砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒

十
九
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た

然
現
象
の
種
類

図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂

然
現
象
の
種
類

図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂

に
供
す
る
。
）

事

村

岡

嗣

政

防
課
及
び
下
松
市
建
設
部
土
木

す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示

区
域
に
つ
い
て
の
指
定
を
次
の

防
課
及
び
下
松
市
建
設
部
土
木

防
課
及
び
山
口
市
都
市
整
備
部

旗
岡

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

土
石
流

四

建
築
物
の
構
造
の
規
制
に

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し

道
路
河
川
建
設
課
に
備
え
置
い

一

区
域
の
名
称

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し

道
路
河
川
建
設
課
に
備
え
置
い

一

区
域
の
名
称

宮
野
下

、
宮
野
下

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

一

区
域
の
名
称

宮
野
下

、
宮
野
下

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

急
傾
斜
地
の
崩
壊

四

建
築
物
の
構
造
の
規
制
に

次
の
図
の
と
お
り

山
口
県
告
示
第
二
百
三
十
三

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お

第
五
十
七
号
）
第
九
条
第
一
項

す
る
。平

成
二
十
七
年
六
月
二
十

な
る
自
然
現
象
の
種
類

必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築

て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築

て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

な
る
自
然
現
象
の
種
類

必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

号
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進

の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別

六
日

山
口

部
砂
防
課
及
び
山
口
市
都
市
整
備

部
砂
防
課
及
び
山
口
市
都
市
整
備

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法

警
戒
区
域
と
し
て
次
の
区
域
を
指

県
知
事

村

岡

嗣

政

四

部 部 律定



平成

五

年 月 日 金曜日

三
は

四
福と

山 口 県

一二

（定期）報

課
に

（
一毒

取
扱

第 号

二三四

提
出
書
類

受
験
願
書

写
真
（
縦
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

受
験
願
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
七
年
九
月
一
日
（
火

、
九
月
二
十
五
日
ま
で
の
消
印
の

受
験
願
書
等
の
提
出
先

最
寄
り
の
保
健
所
又
は
山
口
市
滝

祉
部
薬
務
課
に
提
出
す
る
こ
と
。

な
お
、
郵
送
す
る
場
合
は
、
封
筒

。 平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
六
日

試
験
の
日
時

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
五
日

試
験
の
場
所

山
口
市
秋
穂
二
島
一
〇
六
二
番
地

山
口
県
セ
ミ
ナ
ー
パ
ー
ク

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公

九
一
）
平
成
二
十
七
年
度
毒
物
劇

物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二
十

者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自

急
傾
斜
地
の
崩
壊

建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の

、
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し

曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
五
日
（
金

あ
る
も
の
は
、
有
効
と
す
る
。

町
一
番
一
号
（
郵
便
番
号
七
五

の
表
に
「
毒
物
劇
物
取
扱
者
試

山
口
県
知

（
日
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
正
午

告

物
取
扱
者
試
験
の
実
施

五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
第
八

す
。

然
現
象
の
種
類

衝
撃
に
関
す
る
事
項

図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂

、
出
願
前
六
月
以
内
に
撮
影
し

曜
日
）
ま
で
（
郵
送
の
場
合

）三

八
五
〇
一
）
山
口
県
健
康

験
願
書
在
中
」
と
朱
書
す
る
こ

事

村

岡

嗣

政

ま
で

条
第
一
項
第
三
号
の
毒
物
劇
物

防
課
及
び
下
松
市
建
設
部
土
木

名

称

株
式
会
社
ナ
フ
コ

日
か
ら
同
年
十
月
二
十
六
日
ま

振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ホ
ー
ム
プ
ラ

所
在
地

山
口
市
朝
田

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の

話
〇
八
三

九
三
三

三

（
一
九
二
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省

試
験
の
得
点
の
開
示
は

開
示
を
受
け
よ
う
と
す
る

知
事
に
申
し
出
る
こ
と
。

八

そ
の
他

受
験
願
書
等
の
請
求
は

部
薬
務
課
に
す
る
こ
と
。

と
朱
書
し
、
百
二
十
円
分

ト
ル
以
上
、
横
二
十
四
セ

た
無
帽
、
正
面
向
き
及
び

六

受
験
手
数
料

一
万
千
六
百
十
円
に
相
当

収
入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し

七

合
格
者
の
発
表
等

合
格
者
の
発
表
は
、
平

山
口
県
庁
イ
ン
フ
ォ
メ
ー

住

北
九
州
市
小
倉
北
区
魚
町
二
丁

で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商

に
供
し
ま
す
。

六
日

山
口

及
び
所
在
地

ザ
ナ
フ
コ
山
口
店
新
館

七
五
三
の
三

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

問
合
せ
は
、
最
寄
り
の
保
健
所
又

〇
一
八
）
に
す
る
こ
と
。

立
地
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
附

に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変

令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書

、
山
口
県
健
康
福
祉
部
薬
務
課
に

受
験
者
は
、
合
格
者
の
発
表
日
以

、
最
寄
り
の
保
健
所
又
は
山
口
市

郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒

の
切
手
を
貼
っ
た
宛
先
明
記
の
返

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
）
を

上
半
身
像
の
も
の
）

す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
受
験
願

な
い
こ
と
。

成
二
十
七
年
十
二
月
九
日
（
水
曜

シ
ョ
ン
プ
ラ
ザ
内
の
掲
示
板
に
掲

五

所

代
表
者
の
氏

目
六
番
一
〇
号

深
町

勝
義

政
課
及
び
山
口
市
経
済
産
業
部
商

県
知
事

村

岡

嗣

政

は
山
口
県
健
康
福
祉
部
薬
務
課
（

定
に
よ
る
届
出

則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

類
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
二
十

お
い
て
行
う
の
で
、
試
験
の
得
点

後
、
受
験
票
を
提
示
し
て
そ
の
旨

滝
町
一
番
一
号

山
口
県
健
康
福

の
表
に
「
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

信
用
封
筒
（
縦
三
十
三
セ
ン
チ
メ

同
封
す
る
こ
と
。

書
の
所
定
の
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ

日
）
と
し
、
合
格
者
の
受
験
番
号

示
す
る
。

名 工 電、六 のを祉」ー のを

公

告



平

車

成 年 月 日 金曜日

一二
株

三

山 口

四五

（定期）県 報 第 号

三

の
出
入
口
の
位
置

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ホ
ー
ム
プ
ラ
ザ
ナ
フ

所
在
地

山
口
市
朝
田
七
五
三

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

式
会
社
ナ
フ
コ

北
九

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

駐
輪
場
の
位
置
、
荷
さ
ば
き
施
設

る
時
間
帯

駐
車
場
の
自
動
車
の

出
入
口
の
数

届
出
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
十
日

変
更
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
十
一
日

荷
さ
ば
き
施
設
の
面

積廃
棄
物
等
の
保
管
施

設
の
容
量

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
開
店
時
刻

株
式
会
社
ナ
フ

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
閉
店
時
刻

来
客
が
駐
車
場
を
利

用
す
る
こ
と
が
で
き

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店

業
を
行
う
者
の

大
規
模
小
売
店
舗
内

の
店
舗
面
積
の
合
計

駐
車
場
の
収
容
台
数

駐
輪
場
の
収
容
台
数

在
地

コ
山
口
店
新
館

の
三

代
表
者
の
氏
名

住州
市
小
倉
北
区
魚
町
二
丁
目
六

の
位
置
、
廃
棄
物
等
の
保
管
施

午
後
八
時
三
〇

二
箇
所

九
五
平
方
メ
ー

二
六
立
方
メ
ー

コ

午
前
八
時

午
後
八
時

午
前
七
時
三
〇

舗
に
お
い
て
小
売

氏
名
又
は
名
称

変

更

三
、
五
〇
〇
平

ト
ル

一
〇
四
台

所

代
表
者
の
氏
名

番
一
〇
号

深
町

勝
義

設
の
位
置
及
び
駐
車
場
の
自
動

分
ま
で

午
後
九
時
ま
で

三
箇
所

ト
ル

一
四
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

ト
ル

四
六
立
方
メ
ー
ト
ル

午
前
七
時

午
後
八
時
三
〇
分

分
か
ら

午
前
六
時
三
〇
分
か
ら

前

変

更

後

方
メ
ー

四
、
七
八
六
平
方
メ
ー

ト
ル

一
二
一
台

二
〇
台

三
一
四
三
五
〇

二
〇
〇
一
三

一
〇
〇

二
〇
〇
〇
六

一
〇
八

三
一
四
三
五
〇

二
〇
〇
〇
七

一
〇
九

三
一
四
三
五
〇

二
〇
〇
〇
八

一
一
〇

三
一
四
三
五
〇

二
〇
〇
〇
九

一
一
一

三
一
四
三
五
〇

二
〇
〇
一
〇

一
一
二

三
一
四
三
五
〇

二
〇
〇
〇
一

一
〇
三

三
一
四
三
五
〇

二
〇
〇
〇
三

一
〇
五

三
一
四
三
五
〇

二

〇
〇
四

一
〇
六

三
一
四
三
五
〇

二
〇
〇
〇
五

一
〇
七

三
一
四
三
五
〇

産
大
臣
か
ら
次
の
家
畜
に
つ
き

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十

種
畜
証
明
書

番
号

名

三
一
二
〇
四
〇

一
〇
〇
二
四

五
三
四

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
月
十
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
十
一

（
一
九
三
）
家
畜
改
良
増
殖
法

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二

五
、

六
、
一一二

八
、

平
成
二
五

二
、

五
、
一一一

、
種
畜
証
明
書
を
書
換
交
付
し
た

六
日

山
口

前

品

種

生
年
月
日

そ
の
他
平
成
二
二

五
、
二

日の
規
定
に
基
づ
く
種
畜
証
明
書
を

十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
八

二 三七一四 、三四六 旨
の
通
報
が
あ
り
ま
し
た
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

産

地

検
査
成
績

飼
養
者
の
住
所
及

び
氏
名
又
は
名
称

、七
宮
城
県
級
外
岩
国
市
錦
町
宇
佐

プ
ラ
イ
フ
ー
ズ
株

会
社
山
口

セ

タ
ー

書
換
交
付
し
た
旨
の
通
報

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
農
林

六

郷式ン 水



平成 年 月 日 金曜日 山 口 県

三
一
一
〇

三
一
一
〇

三
一
一
〇

（定期）報

三
一

二
〇

三
一
二
〇

三
一
二
〇

三
一
一
〇

三
一
一
〇

第 号

三
一

二
〇

三
一
二
〇

三
一

二
〇

三
一
二
〇

四
〇
四
〇

〇
一
四

五
九
一

四
〇
四
〇

〇
一
五

五
九
二

四
〇
四
〇

〇
二
一

五
九
八

四
三
五
〇

〇
一
九

一
〇
六

四
三
五
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